
   各務原市ものづくりビジネスマッチング支援事業補助金交付要綱 

（令和５年５月１８日決裁） 

（趣旨） 

第１条 市は、市内で製造業を営む事業者の販路の拡大及び新規顧客の獲得を支援す

るため、当該事業者が展示会、商談会その他これらに類する催し（以下「展示会等」

という。）へ出展する際に要する経費の一部について、予算の範囲内で各務原市も

のづくりビジネスマッチング支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付す

るものとし、その交付に関しては、各務原市補助金交付規則（昭和３８年規則第３

４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによ

る。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号

に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

（１）市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者（中小企業基本法（昭和３８

年法律第１５４号）第２条第１項各号のいずれかに該当する者をいう。）である

こと。 

（２）日本標準産業分類（令和５年総務省告示第２５６号）に掲げる大分類Ｅ製造業

に属する産業を営む者であること。 

（３）市税の滞納がないこと。 

（４）規則第３条の３各号のいずれにも該当しないこと。 

（補助事業） 

第３条 補助事業は、補助対象者が自社の保有する技術、製品及びサービスを展示会

等に出展する事業で次の各号のいずれにも該当するもののうち、第７条の規定によ

る市長の採択を受けたものとする。ただし、国、他の地方公共団体等から同種の補

助を受ける場合は、補助金の交付の対象としない。 

（１）展示会等に出展する期間の初日及び末日が、第６条第１項の規定により市長が

指定する年度の４月１日から３月３１日までの間に属すること。 

（２）出展する展示会等が次の要件を満たすものであること。 

  ア 広く一般に公開されるものであること。 

  イ 一般消費者への商品等の販売を主たる目的としていないこと。 

（補助対象経費） 



第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助

事業に要する経費（第９条の規定による交付の決定の日前に支出したものを含む。）

のうち、次に掲げるものとする。 

（１）出展小間料（展示区画を占用する費用をいう。） 

（２）展示区画の装飾費（専ら展示区画での活動において使用するものに係る費用に

限る。） 

２ 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する消費税及び地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）に規定する地方消費税は、補助対象経費に含まないものとす

る。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の額に２分の１を乗じて得た額（１円未満の端

数があるときは、その端数を切り捨てた額）以内とし、第７条の規定により事業の

採択時に通知する補助金交付予定金額を限度とする。ただし、３０万円を超えるこ

とができない。 

（応募） 

第６条 市長は、別に期間を定めて、補助事業者が補助事業を実施する年度を指定し

た上で補助事業の募集を行うものとする。 

２ 前項の募集に応じようとする者（以下「申込者」という。）は、各務原市ものづ

くりビジネスマッチング支援事業応募申込書（様式第１号）及び事業計画書（様式

第２号）に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しな

ければならない。この場合において、申込者は、複数の出展について応募申込みを

行うことができないものとする。 

（１）出展する展示会等の概要が確認できる書類 

（２）補助対象経費の算出根拠が確認できる書類 

（３）その他市長が必要と認める書類 

 （事業の採択等） 

第７条 市長は、前条第２項の規定による応募申込みがなされた事業について、各務

原市附属機関設置条例（令和３年条例第３３号）別表第１に掲げる各務原市ものづ

くりビジネスマッチング支援事業補助金審査会の審査を踏まえ、事業の採択又は不

採択を決定し、事業を採択した場合は各務原市ものづくりビジネスマッチング支援

事業採択決定通知書（様式第３号）により、事業を不採択とした場合は各務原市も



のづくりビジネスマッチング支援事業不採択決定通知書（様式第４号）により通知

を行うものとする。 

 （補助金の交付申請） 

第８条 前条の規定により採択の通知を受けた者は、各務原市ものづくりビジネスマ

ッチング支援事業補助金交付申請書（様式第５号）に第６条第２項各号に掲げる書

類を添えて速やかに提出するものとする。 

 （補助金の交付決定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金

の交付の適否を決定し、各務原市ものづくりビジネスマッチング支援事業補助金交

付（不交付）決定通知書（様式第６号）により、当該申請をした者に通知するもの

とする。 

 （補助金の交付の回数） 

第１０条 同一の補助対象者が補助金の交付を受けることができる回数は、一の年度

につき１回限りとする。 

２ 同一の補助対象者が同一の展示会等への出展について補助金の交付を受けること

ができる回数は、通算して２回限りとする。 

（変更等の申請） 

第１１条 規則第６条第１項第２号から第４号までの規定により市長の承認を受けよ

うとする補助事業者は、各務原市ものづくりビジネスマッチング支援事業（変更・

中止・廃止）承認申請書（様式第７号）に必要な書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。 

（変更等の決定） 

第１２条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認

の適否を決定し、各務原市ものづくりビジネスマッチング支援事業（変更・中止・

廃止）承認（不承認）決定通知書（様式第８号）により補助事業者に通知するもの

とする。 

 （実績報告） 

第１３条 補助事業者は、展示会等への出展が完了したときは、各務原市ものづくり

ビジネスマッチング支援事業実績報告書（様式第９号）に次に掲げる書類を添えて

市長に提出しなければならない。 

（１）補助対象経費の支出を証明することができる書類の写し 



（２）その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による実績報告は、展示会等への出展が完了した日から起算して６０

日を経過した日又は当該出展が完了した日が属する年度の末日のいずれか早い日ま

でに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、こ

の限りでない。 

 （補助金の額の確定） 

第１４条 市長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、各務原市ものづくりビ

ジネスマッチング支援事業補助金確定通知書（様式第１０号）により補助事業者に

通知するものとする。 

 （補助金の交付） 

第１５条 補助事業者は、前条の規定により補助金の確定通知を受けたときは、速や

かに各務原市ものづくりビジネスマッチング支援事業補助金交付請求書（様式第１

１号）を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による交付請求があったときは、速やかに補助事業者の指定

する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。 

 （決定の取消し） 

第１６条 市長は、虚偽その他不正な行為により補助金の交付決定を受けた者がある

ときは、その決定を取り消すことができる。 

 （関係書類の保存） 

第１７条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた当該年度の終了後５年

間、補助事業に係る帳簿等証拠書類を保存しなければならない。 

 （その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

  附 則（令和６年２月１日決裁） 

１ この要綱は、決裁の日から施行する。 

２ 改正後の各務原市ものづくりビジネスマッチング支援事業補助金交付要綱の規定

は、この要綱の施行の日以後に補助事業の応募申込みをする者について適用し、同

日前に補助事業の応募申込みをした者については、なお従前の例による。 

   附 則（令和７年１月２２日決裁） 



１ この要綱は、令和７年２月１日から施行する。 

２ 改正後の各務原市ものづくりビジネスマッチング支援事業補助金交付要綱の規定

は、この要綱の施行の日以後に各務原市ものづくりビジネスマッチング支援事業補

助金交付要綱第６条第２項の規定による応募申込みをする者について適用し、同日

前に同項の規定による応募申込みをした者については、なお従前の例による。 

 


